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第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ 
 

当社が 2025 年 12 月 23 日に発行した新株予約権（以下「新株予約権」といいます。）の 2026 年 4 月（以

下「対象月」といいます。）における、月間行使状況について、以下のとおりお知らせいたします。 

 

１． 銘 柄 名 
ビート・ホールディングス・リミテッド 

2025 年 12 月 23 日発行 新株予約権 

２． 対象月間の交付株式数（株） 0 株（注） 

３． 

対 象 月 に 行 使 さ れ た 

新 株 予 約 権 数 

及び対象月間における行使比率 

0 個（発行総数の 0.00％）（注） 

４． 
対象月の前月末時点における 

未 行 使 新 株 予 約 権 数 
43,700,000 個 

５． 
対象月の月末時点における 

未 行 使 新 株 予 約 権 数 
43,700,000 個 

（注）対象月において新株予約権の行使はありませんでした。新株予約権の一個当たりの潜在株式数は、1

株です。 

 

６．  対象月間における行使状況 

行使日 

交付株式数 

行使価額（円）（注） 

行使された 

新株予約権の数 

（個） 
新株（株） 移転自己株式（株） 

2026年 4月 1日 - - 42.5 - 

2026年 4月 2日 - - 42.5 - 

2026年 4月 3日 - - 42.5 - 

2026年 4月 6日 - - 42.5 - 

2026年 4月 7日 - - 42.5 - 

2026年 4月 8日 - - 42.5 - 
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行使日 

交付株式数 

行使価額（円）（注） 

行使された 

新株予約権の数 

（個） 
新株（株） 移転自己株式（株） 

2026年 4月 9日 - - 42.5 - 

2026年 4月 10日 - - 42.5 - 

2026年 4月 13日 - - 42.5 - 

2026年 4月 14日 - - 42.5 - 

2026年 4月 15日 - - 42.5 - 

2026年 4月 16日 - - 42.5 - 

2026年 4月 17日 - - 42.5 - 

2026年 4月 20日 - - 42.5 - 

2026年 4月 21日 - - 42.5 - 

2026年 4月 22日 - - 42.5 - 

2026年 4月 23日 - - 42.5 - 

2026年 4月 24日 - - 42.5 - 

2026年 4月 27日 - - 42.5 - 

2026年 4月 28日 - - 42.5 - 

2026年 4月 30日 - - 42.5 - 

（注）新株予約権の一個当たりの下限行使価額は、42.5 円です。 

 

７．  行使制限に関する状況（上場規程第４３４条に基づく行使制限の遵守状況） 

① すべての回号を合算した 

交付株式数（株） 

② 発行の払込日時点における  

上場株式数（株） 

③ 行使制限に係る行使比率 

（①/②）（％） 

0 182,035,567.63 0.00％ 

 

以上 

 

ビート・ホールディングス・リミテッドについて 

 

当社、ビート・ホールディングス・リミテッドは、ケイマン諸島においてケイマン法に基づいて設立・登記

されたグローバルな投資会社で、香港に事業本部を構え、日本、シンガポール、マレーシア、インドネシア

及びカナダに子会社を有しております。子会社の新華モバイル（香港）リミテッドを通じて知的財産権の取

得及びライセンシングを行っています。また、子会社の GINSMS Inc.（トロント・ベンチャー証券取引所に

上場、TSXV：GOK）を通じてモバイル・メッセージング・サービス並びにソフトウェア製品及びサービス

を提供しています。当社は、東京証券取引所のスタンダード市場に上場（証券コード：9399）しております。 

 

詳細は、ウェブサイト：https://www.beatholdings.com/ をご参照下さい。 

 

本書は一般公衆に向けられた開示資料であり、当社株式への投資を勧誘するものではありません。投資家は、

当社への投資を判断する際、当社の過去の適時開示資料及び法定開示資料を含むがこれらに限定されない開

示資料を確認し、それらに含まれるリスク要因及びその他の情報を併せて考慮した上でかかる判断を行う必

要があります。 


